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事実の概要

　１　本決定にかかる先行事件と基本事件はとも
に、「結婚の自由をすべての人に訴訟」として、
全国で起こされている裁判の一部である１）。
　２　令和元年 9 月、福岡市内に住所を有する原
告らは、同性婚を認める立法を怠ったＸ（国）の
立法不作為によって、望む相手との婚姻を妨げら
れ、精神的損害を被ったとして、国家賠償法 1 条
1 項に基づき、Ｘに対して各 100 万円の損害賠償
を求め、福岡地方裁判所に訴えを提起した（先行
事件）。令和 2 年 3 月、熊本市内に住所を有する
Ｙらは、先行事件と同様の原因に基づき、Ｘに対
して各 100 万円の損害賠償を求めた（基本事件）。
Ｙらが、先行事件の係属する福岡地方裁判所に訴
えを提起するとともに、基本事件を先行事件に併
合するように上申したところ、Ｘは、同年 7 月
に、福岡地方裁判所に対し、基本事件は福岡地方
裁判所の管轄に属しないとして、民訴法 16 条 1
項に基づき、基本事件を東京地方裁判所または熊
本地方裁判所へ移送するように求める申立てをし
た（本件申立て）。これに対し、福岡地方裁判所は、
同年 8 月、基本事件の口頭弁論を先行事件の口
頭弁論に併合した（本件併合決定）。
　福岡地方裁判所は、本件併合決定前の基本事件
の管轄は、Ｘを代表する法務大臣の所在地を管轄
する東京地方裁判所にあるほか、損害賠償債務の
義務履行地はＹらの住所地を管轄する熊本地方裁
判所にあると判断したものの、〔1〕両事件はいず
れも福岡地方裁判所に係属し、同一の民事訴訟手

続で審理されているところ、〔2〕両事件は同一
の事実上及び法律上の原因に基づくため、共同訴
訟の要件（民訴法 38 条前段）を充足しており、また、
併合請求における管轄の規定（同法 7 条）を類推
適用することにより、基本事件についても、先行
事件が係属する福岡地方裁判所の土地管轄を認め
ることができ、さらに、〔3〕両事件を併合審理す
ることにより、審理の進行に支障を生じないとの
判断のもと、本件併合決定をした。そして、先行
事件の管轄権を有する福岡地方裁判所は、民訴法
7 条に基づき、基本事件全体について管轄権を有
するというべきであるとして、本件申立てを却下
した。これに対し、Ｘは即時抗告をした。

決定の要旨

　原決定取消。
　福岡高等裁判所は、（1）先行事件が福岡地方
裁判所の法定管轄（土地管轄）に属する一方で、（2）
基本事件が、その提起時において、福岡地方裁判
所の管轄に属しないものであったことを確認した
うえで、次のように判示し、原決定を取り消し、
基本事件を熊本地方裁判所に移送した。
　「（3）もっとも、先行事件と基本事件との間に
は、それぞれの訴訟の目的たる権利又は義務の間
に民訴法 38 条前段の関係があって、基本事件提
起後に、Ｙらは本件併合上申をし、原審は本件併
合決定をしているところ、これらの事実に基づい
て基本事件が福岡地方裁判所の管轄に属すること
になったといえるかが問題となる。
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　ア　しかし、いわゆる訴えの主観的追加的併合
を認めるのは相当ではなく（最高裁昭和59年（オ）
第 1382 号同 62 年 7 月 17 日第三小法廷判決・民
集 41 巻 5 号 1402 頁参照）、本件併合上申によっ
て先行事件と基本事件とが当然に併合される効果
を生ずるものとはいえない。
　したがって、本件併合上申によって上記効果が
生じたことを前提として、民訴法 7 条を適用又
は類推適用して基本事件が福岡地方裁判所の管轄
に属することになったということはできない。
　イ　また、土地管轄は、民訴法上の裁判籍の定
め（民訴法 4 条、5 条）により決せられる法定管
轄の一種であり、法定管轄が数種複数の裁判所間
の裁判権行使についての分担の定めであることか
らすると、その存否が当事者の併合上申の有無に
より左右されると解するのは相当ではない。
　したがって、本件併合上申がされたことに基づ
いて、民訴法 7 条を類推適用して基本事件が福
岡地方裁判所の管轄に属することになったという
こともできない。
　ウ　さらに、被告は、応訴管轄等が生じた場合
を除き、法定管轄のある裁判所において裁判を受
ける正当な利益を有しているところ、この被告の
利益は、裁判所が口頭弁論の併合をする前提とし
て、その要件とは独立に検討されるべきであり、
裁判所が、民訴法 16 条 2 項本文のようにその裁
量判断によって本来の法定管轄外の事件について
審理及び裁判をすることができる旨の法律の規定
もないのに、弁論併合決定により被告の上記利益
を失わせることは許されないというべきである。
　そうすると、上記イで説示したように、本件併
合上申がされたことに基づいて民訴法 7 条を類
推適用して福岡地方裁判所に基本事件の土地管轄
を認めることができない以上、本件併合決定がさ
れたとしても、民訴法 7 条の類推適用によって
福岡地方裁判所に基本事件の管轄が生ずることに
はならないというべきであり、このことは、両事
件の訴訟の目的である権利又は義務の間に民訴法
38 条前段の関係があっても変わらないというべ
きである。
　（4）なお、ある裁判所に提起された固有必要
的共同訴訟に共同訴訟人となるべき者が脱落して
いるという違法がある場合に、その違法を補正す
る方法として、同裁判所に共同訴訟人となるべき
者に関する別訴の管轄権がなくても、同裁判所に

対する別訴の提起と口頭弁論の併合の手続がとら
れ、その結果として同裁判所に別訴の管轄権が生
ずることがあり得る。
　しかし、この場合には、他に別訴の管轄裁判所
があってもその裁判所に対して別訴を提起するこ
とは許されないのであり、係属中の訴訟の違法を
補正するために、原告は、その訴訟が係属してい
る裁判所に別訴を提起して口頭弁論の併合を申し
立てざるを得ず、裁判所がこの申立てを認めない
ことは、著しい裁量の逸脱となり得るのであるか
ら、固有必要的共同訴訟について、上記違法を補
正する方法として、上記手続をとることが認めら
れているからといって、係属中の訴訟と別訴との
間に固有必要的共同訴訟の関係がない場合にも、
同様の手続がとられたときは、常態的に、民訴法
7 条を適用又は類推適用して別訴についての管轄
権を認めるべきであるということにはならない。
　本件において、先行事件と基本事件は、それら
の口頭弁論が併合されたとしても通常共同訴訟と
なるにすぎず、固有必要的共同訴訟の場合と同様
に考えることはできない。
　（5）以上のとおり、本件においては、先行事
件がその管轄裁判所である福岡地方裁判所に係属
しており、Ｙらが基本事件を提起して先行事件と
の併合審理を求め、両事件の訴訟の目的たる権利
又は義務の間に民訴法38条前段の関係があって、
受訴裁判所が両事件の口頭弁論を併合する決定を
したという事情があるものの、先行事件と基本事
件とが固有必要的共同訴訟の関係にない以上、民
訴法 7 条の適用又は類推適用によって福岡地方
裁判所に基本事件の管轄権が生ずることにはなら
ないというべきである。」

判例の解説

　一　問題の所在
　民訴法 7 条は、併合請求の裁判籍について定
めた規定であり、原告及び被告の便宜と、併合し
て一挙に、また多数請求間に矛盾のない判決をす
ることについての裁判所ないし公共の利益の観点
に基づくものである２）。旧法下においては、訴え
の主観的併合（共同訴訟）への本条の適用をめぐっ
て解釈上の争いがあったが、民訴法 7 条但書が、
同 38 条前段に定める場合に限って本条が適用さ
れるものと解する多数説の解釈を規定上も明確に
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採用することによって、立法的に解決された３）。
　本件においては、訴え提起時に管轄権のない事
件について、共同訴訟として当初より一つの訴え
をもって提起されたのではなく、訴え提起後に管
轄権のある事件との併合上申及び併合決定がされ
た場合、民訴法 7 条の適用又は類推適用により管
轄権が発生するかが問題となった。本決定は、①
訴えの主観的追加的併合として、本件併合上申に
よって先行事件と基本事件とが当然に併合される
効果が生じたことを前提として、民訴法 7 条を
適用又は類推適用しうるか、②本件併合上申がさ
れたことに基づいて、民訴法 7 条を類推適用し
うるか、③本件併合決定がされたことに基づいて、
民訴法 7 条を類推適用しうるか、というかたち
で段階的に検討しており、そのいずれも否定した。
以下、順に検討していく。

　二　①について
　本決定の参照する最判昭 62・7・17（民集 41
巻 5 号 1402 頁）は、当初原告による引込み型の
事案に関するものであるが、明文の規定がないこ
と、新訴につき旧訴訟の訴訟状態を当然に利用す
ることができるかどうかについては問題があり、
必ずしも訴訟経済に適うものでもなく、かえって
訴訟を複雑化させるという弊害も予想されるこ
と、軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれもあり、
新訴の提起の時期いかんによっては訴訟の遅延を
招きやすいことなどから、この場合には、別訴を
提起したうえで、弁論の併合を裁判所に促し、併
合につき裁判所の判断を受けるべきであると判示
した。
　もっとも、弁論の併合は官署としての同じ裁判
所に係属する事件を併合することと解されている
ので、本件のように、基本事件の管轄が他の裁判
所にしかない場合には、先行事件の受訴裁判所に
基本事件を提起することができず、また、併合の
前提として民訴法 17 条による移送を求めること
もできないのであるから、この方法は採り得ない
ことになる。これに対し、追加的併合を認めると
すれば、併合されたとたんに併合裁判籍が発生し
て管轄が生じると解する余地がある４）（訴えの主
観的追加的併合は、当初当事者または第三者の申立
てによって併合の効果が発生するものであり、民訴
法 152 条により裁判所の決定をもって弁論の併合の
効果が生じる場合とは、区別される５））。なお、学説

には、訴えの主観的追加的併合を認める場合にお
いても、本条の適用については、基本的には当初
から共同訴訟として提起された場合と同様に扱っ
てよいとするものがあり６）、これによれば、本条
は直接適用されることになろう。
　本決定は、昭和 62 年最判が主観的追加的併合
を一般的に否定していることから、本件併合上申
もそのような効果を生ずるものとはいえないと
する。しかし、本件は、第三者による（かつ、原
告側への）参加型の事案であり、昭和 62 年最判
の射程が当然に及ぶものではないと解する余地
もあった（なお、主観的追加的併合を認める学説も、
昭和 62 年最判を、具体的事案としては訴えの追加が
許されないケースと評価しており、その射程を限定
的に解している７））。具体的事案としては、先行事
件と基本事件とは訴状レベルでほぼ同内容のもの
とされており、比較的早い時期（先行事件の第 2
回期日後）において本件併合上申がなされている
ことから、昭和 62 年最判の挙げるような弊害は
生じなかったものと考えられるし、本件のような
通常共同訴訟が成立する場合の原告側への参加型
の事案においては、あえて個別訴訟という途を選
択した当初原告の処分権主義に基づく利益も考慮
に入れられなければならないが、本件においては、
Ｙらが併合審理を求めることにつき、先行事件の
原告らの同意があったことがうかがえ、当初原告
の利益も害されていないように思われる。

　三　②・③について
　１　訴訟当事者の利益が害されず、かつ、追加
的共同訴訟関係の成立によって紛争の統一的解決
が期待できる場合には、主観的追加的併合の可能
性を全面的に否定すべきではなく、学説には、訴
訟が第一審に係属中、第三者が当事者の一方を相
手方とする新訴を提起し、弁論の併合を申し立て
たときに、裁判所は、共同訴訟の要件（民訴法38条）
が満たされており、かつ、審理の進行に支障を生
じないと判断するときには、併合を命じること（そ
して、弁論が併合されるために、係属中の訴訟と新
訴とが同一の裁判所に係属する前提として、民訴法 7
条を類推適用して、新訴の土地管轄を拡張すること）
が許されるとするものがある８）。本決定は、これ
も否定するのであるが、その理由づけには問題が
あるように思われる。
　まず、②本件併合上申がされたことに基づい
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て、民訴法 7 条を類推適用しうるものとすると、
訴えの主観的追加的併合と同じく、本件併合上申
によって併合の効果が発生すると解することにな
り、昭和 62 年最判の挙げるような弊害の可能性
が当該事件において具体的にどの程度存在するか
を裁判所に事前に判定させる余地はなくなる（な
お、昭和 62 年最判の判旨の力点は、この点にあると
される９））。本決定は、法定管轄の存否が当事者
の併合上申の有無により左右されると、各裁判所
ができるだけ画一的な基準によって迅速・公平に
その事件につき自己に裁判権があるかどうかを判
断し得なくなってしまう 10）ことを指摘するもの
と解しうるのであるが、本件併合上申のように、
別訴の提起と同時の併合上申を求めるのであれ
ば、このような指摘は当てはまらなくなるように
思われる（なお、民訴法 15 条の趣旨として、管轄の
ない場合に、訴え提起の時を標準としてその不存在
が確定されると解すべきではなく、管轄違いに基づ
く移送の効果（民訴法 22 条 3 項）が確定するまでの
間に管轄原因が発生すれば、その時から管轄違いで
なくなると解してよいとされる 11））。
　また、③本件併合決定がされたことに基づいて、
民訴法 7 条を類推適用しうるものとすると、一般
的な弁論の併合と同じく、本件併合決定によって
併合の効果が発生する（つまり、本件併合決定まで
は併合裁判籍が発生せず管轄も生じない）と解する
ことになり、被告の、法定管轄のある裁判所にお
いて裁判を受ける利益と、民訴法 7 条の保障する
利益との衡量が問題となる。本決定は、こうした
衡量にかかることなく前者の利益が保障されるべ
きと判示しているように思われるが、本件のよう
な原告側への参加型で被告が同一の事案において
は、共同訴訟として当初より一つの訴えをもって
提起された（つまり、後者の利益が優先された）場
合との間で、被告の利益状況が大きく異なること
はないように思われる（民訴法 7 条は、被告の管轄
の利益を犠牲にする立法趣旨ではない 12））。徒に紛
争を分断する途を選択したＸの意図が判然としな
い（応訴管轄（民訴法 12 条）を生じさせたうえで併
合させる途もあった）が、少なくとも本件におい
ては、①～③のいずれかの方法によって民訴法 7
条の適用又は類推適用を認め、福岡地方裁判所に
基本事件の管轄権が生ずることになったと解する
方が、Ｘにとっても便宜であったのではないだろ
うか。

　２　なお、本決定は、通常共同訴訟となるよう
な場合を固有必要的共同訴訟の場合と同様に考え
ることはできないとするが、固有必要的共同訴訟
の瑕疵を治癒する手段としては、共同訴訟参加（民
訴法 52 条）の方法によることも認められている 13）。
本件のように、固有必要的共同訴訟の関係がなく

（したがって、共同訴訟参加の方法により得ず）、かつ、
先行事件の係属する裁判所が基本事件について管
轄を有していないような場合にこそ、この方法に
よらざるを得ないのであり、それにもかかわらず、
①～③のいずれの方法によっても民訴法7条の適
用又は類推適用を認めなかった本決定の論旨は、
具体的妥当性を欠くものと評価し得よう 14）。
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